
     名瀬労働基準監督署からのお知らせ 

   
奄美地方は５月１０日に梅雨入りし、気温や湿度も上昇すると「熱中症」の危険が 

高くなります。ここ 10 年間で、仕事中に熱中症に被災され４日以上休業された労働 

者の方は全国で 5,948名、うち 236名の方が亡くなられています。 

 鹿児島県では 123 名の方が被災し、5 名の方が亡くなられています。ちなみに、 

当署管内では 7名の方が被災していますが、幸いにも亡くなられた方はいません。 

 (県内の月別状況) 

   
  特に７月、８月の２ヶ月で 102 名の方が被災し全体の 83％を占めています。こまめに水分や塩分を

摂取し、暑さ指数に応じた作業計画をたて、適宜休憩を入れながらの作業をお願いします。                                      

  

  
  コロナ感染に関するＱ＆Ａ （鹿児島労働局ＨＰ https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshimaroudoukyoku/）  

  企業向け・・https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html  

  労働者向け・https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html 
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労働基準関係法令各種様式集 

（https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-

roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_yo

ushikishu.html） 

 

鹿児島県の最低賃金 

1 時間 790円 
 

  

名瀬労働基準監督署 
 

TEL 0997-52-0574 
FAX 0997-52-6869 


